
豊川市特定空家等の認定及び措置に関する取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律

第１２７号。以下「法」という。）第１４条並びに豊川市空家等の適切な管

理に関する条例（令和２年条例第１７号。以下「条例」という。）第４条第

２項及び第５条の規定に基づく措置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語

の例による。 

（特定空家等の認定） 

第３条 市長は、空家等が市が別に定める判定基準に照らして特定空家等に該

当すると認めるときは、当該空家等を特定空家等に認定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による認定を行おうとする場合においては、豊川市空

家等対策協議会条例（平成３０年豊川市条例第２３号）に規定する空家等対

策協議会（以下「協議会」という。）において意見を聴取しなければならな

い。ただし、条例第４条に規定する緊急安全措置を実施する必要のある空家

等については、当該措置を実施する前に市長が特定空家等に認定し、その後

直近に開催される協議会において報告するものとする。 

（立入調査） 

第４条 法第９条第３項の規定による通知は、立入調査通知書（様式第１号）

により行うものとする。 

２ 法第９条第４項の証明書の様式は、立入調査員証（様式第２号）とする。 

（助言又は指導） 

第５条 法第１４条第１項の規定による指導は、指導書（様式第３号）により

行うものとする。 

（勧告） 

第６条 法第１４条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第４号）により

行うものとする。 

２ 市長は、勧告を行おうとする場合においては、協議会において意見を聴取

するものとする。 



（命令） 

第７条 法第１４条第３項の規定による命令は、命令書（様式第５号）により

行うものとする。 

２ 市長は、命令を行おうとする場合においては、協議会において意見を聴取

するものとする。 

３ 法第１４条第４項の規定による通知書の交付は、命令に係る事前の通知書

（様式第６号）により行うものとし、同項の規定による意見書は、命令に係

る事前の通知に関する意見書（様式第７号）とする。 

４ 法第１４条第５項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意

見聴取請求書（様式第８号）により行うものとする。 

５ 法第１４条第７項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書に対する

意見聴取通知書（様式第９号）により行うものとする。 

６ 法第１４条第１１項の規定による標識の設置は、標識（様式第１０号）に

より行うものとし、同項の規定による公示は、豊川市公式ウェブサイトへの

掲載の方法により行うものとする。 

（代執行等） 

第８条 市長は、法第１４条第９項の規定に基づき行政代執行法（昭和２３年

法律第４３号）の定めるところに従い代執行（以下「代執行」という。）を

行おうとする場合及び同条第１０項の規定に基づく代執行（以下「略式代執

行」という。）を行おうとする場合においては、協議会において意見を聴取

しなければならない。ただし、行政代執行法第３条第３項の規定により代執

行を行った場合は、代執行後の協議会において報告するものとする。 

２ 行政代執行法第３条第１項の規定による戒告は、戒告書（様式第１１号）

により行うものとする。 

３ 行政代執行法第３条第２項の規定による代執行令書は、代執行令書（様式

第１２号）とする。 

４ 行政代執行法第４条の規定による証票は、執行責任者証（様式第１３号）

とする。 

 （緊急安全措置） 



第９条 条例第４条第２項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書（様

式第１４号）により行うものとする。 

 （公表） 

第１０条 条例第５条の規定による公表は、豊川市公式ウェブサイトへの掲載

その他市長が必要と認める方法により行うものとする。 

（状態の改善） 

第１１条 市長は、第５条の規定による助言又は指導、第６条の規定による勧

告若しくは第７条の規定による命令に応じ、必要な措置を講じた旨の報告を

所有者等から受けた場合又は代執行若しくは略式代執行等を行った場合にお

いては、現状の確認を行い、特定空家等の状態が改善され、特定空家等でな

いと認められるときは、特定空家等の認定を解除するものとする。 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


